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点

作成部署

大道政男 課長職名

力強い産業活動が展開されるまち

平成22年5月31日作成日高村俊昭

北広島市コミュニティビジネス創業支援事業補助金交付要綱

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 2901 補助金等名 経済部商業労働課 858
コミュニティビジネス創業支

援事業
部長職名

交付開始年度 H20

〃  終了予定年度

補助金等の概要

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　

商業

施策

【費用の予定額】

少子高齢化、コミュニティ醸成、環境保全、教育、地産地消などの地域の課題解決をビ
ジネスとして取り組む団体、企業、個人に対して創業時に必要な経費の一部を助成する。

根拠法令等

上位施策との関連 章

（単位：千円）

施策）

毎年度
区　　　　分 21年度決算額

（総合計画での
  位置付け） 商業経営の安定

節

国支出金

地方債

道支出金

22年度予算額
23年度以降予定額

合　計 993 1,223 1,223

1,223

その他特財 901

公
益
性

評　価　

一般財源 92 1,223

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

交付金額

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

4
地域の課題を捉え、ビジネス的手法によ

り解決することは必要性が高い。(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

4

5

チェック項目 採点 選択理由、説明等

少子高齢化、環境問題、地産地消など
の地域課題に対応したコミュニティビジ
ネスに新たに取り組む団体の起業を支援
することにより、地域社会の課題解決や
新たな雇用創出といった効果が見込ま
れ、公益性は高い。

×３＝

15

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

5

(1）支出手続きは補助金交付要綱に基づいている。
(2）支出目的は創業するための経費に限定してい
る。
(3）補助金の使途は明確になっている。
(4）各団体は適正な監査を実施している。
(5）起業に向けた経費であるため、整合性は図られ
ている。

採点合計 37

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4
高齢者や子育て世代などの課題解決に向

けた取り組みにより、効果性は高い。
(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 5
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単位

① 件

②

③

④

①

②

③

北広島市

作成部署 経済部商業労働課整理番号 2901 858

事務区分

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

高村俊昭

事務事業名 コミュニティビジネス創業支援事業

作成日 平成22年5月31日

H20
根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 大道政男 課長職名

〃  終了予定年度

コミュニティビジネスを創業する団体及び個人

意　　図

コミュニティ

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　本事業は平成20年度から実施し、5件の事業者がコミュニティビジネスを創業し、地域で
活動を実践している。パソコンのスキルアップ等を指導、普及する事業所2件、子育て支援1
件、コミュニティレストラン1件、高齢者の福祉課題への支援1件と地域の課題解決に様々な
視点で取り組んでいる。
　また、コミュニティビジネスアドバイザーを設置し、創業者等への支援と同ビジネスの普
及啓発のため、セミナーやフォーラムを開催した。

施策） 市民活動の促進

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　少子高齢化、コミュニティ醸成、環境保全、教育、地産地消などの地域の課題解決をビジ
ネスとして取り組む団体、企業、個人に対して創業時に必要な経費の一部を助成することに
より、起業の促進と地域の活性化を図る。

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） いきいきとした交流と連携のまち

節）

【１ 計　画 （プラン）】

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

北広島市コミュニティビジネス創業支援事業補助金交付要綱
事務事業開始年度

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　地域の課題をビジネスとして取り組む団体等への創業支援を行う。また、引き続きコミュ
ニティビジネスアドバイザーを設置し、創業者等への支援やセミナーを開催する。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

目
　
　
的

手
　
　
段

平成21年度まで

対　　象
(誰､又は何を)

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 一般財源 605 92 1,223 1,223

 その他特財 901

1,223

0.30

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

2,700 2,700

1,223

 ② 人　数（年間） 0.30 0.30 0.30

 ① 合　計 605 993

23年度(予定値)

2,700

　総　事　業　費  ①＋④ 3,305 3,693 3,923 3,923

人  件  費
（概算）

 ④ ＝②×③ 2,700

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値）

4 4

活 動
指 標

創業数 4 3

基 本
指 標

成 果

指 標

創業数
件 4

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

3 4 4
【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

□ □ □

整理番号 2901
【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

　地域社会での課題を捉えビジネスとして取り組み
ことにより、行政の手の届かない分野で徐々にでは
あるが解決が図られる。起業意欲のある団体、個人
に対する動機付けとなるものである。

3
　3件の事業を採択したが、応募数も４件と少ない状
況で、まだ市民の関心も薄いことから、セミナー、
フォーラムなどを実施していく必要がある。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

　アドバイザーを委嘱し、起業に向けたアドバイス
や運営指導を行うことにより、地域の課題解決に向
けた取り組みを実情に合わせながら展開することが
できている。また、創業経費の一部を支援し地域に
対して貢献性のある起業は、各地域の活性化や雇用
創出をもたらす効果が見られる。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

－

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

- 現状継続前年度の総合判定 現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

拡大重点化 見直し

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

統合

　市民、団体がコミュニティビジネスへの理解を深め、創業への意
識を高めるため、セミナー、フォーラム開催など事業PRを行う。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



％ ％ ％

％ ％ ％

＜継続用＞整理番号

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

2901-1

　地元の農産物や安全な原材料でつくる「食」を通じて地産地消をすすめ、地域の人が交流し、
支え合う仕組みをつくるために、週に４日、日替わりランチを提供するほか、地元の農産物や加
工品、手作りのお菓子などの物販を行う。

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 コミュニティビジネス創業支援事業

交付先の名称
及び代表者名

食のワーカーズ地域食堂かえで 設立年 平成19年

 構成員(団体)数 ８名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

　高齢社会の進展と地域社会の交流の現象への対策として、地元の農産物や安全な原材料でつく
る「食」を通じて地産地消をすすめ、地域の人が交流し、支え合う仕組みをつくることを目的と
する。

■補助団体にある
事務局の状況
（21年度）

□市役所にある

 交付先団体等の
 活動内容

２２年度 (予算)

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

■運営費・事業費の双方に充当
補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算)

10,000

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 350,000

事業収入 2,240,014

収　入　合　計 （Ｂ） 0 3,551,046

その他

労働金庫補助金

3,135,000

200,000 0

100,000 0

繰越金

生活クラブ福祉基金補助金

661,032 100,000

40,000

3,245,000

1,146,0001,200,193

0161,524

人件費

その他

事務所改装費

事務所賃借料

広告宣伝費

3,245,000

0

440,000 240,000

110,440

謝金

1,052,880 1,080,000

467,444 779,000

0

3,472,481

補助・交付金の算出根拠
交付要綱に基づき、補助対象経費の事務所賃借料、広告宣伝費、事務所改装費、
謝金の半額を補助。

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） #DIV/0!

700,000

50 50

支　出　合　計 （Ｃ） 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

支　　出

売上原価

0

20,000
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ）

#DIV/0!

0

0.3

78,565

10

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費・運営費 事業費・運営費



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠
交付要綱に基づき、補助対象経費のうち事業所賃借料、プロバイダー料、広告宣
伝費、事業所改装費、備品リース代の半額を補助。

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） #DIV/0! 50 50

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,002,950 118,690

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費・運営費 事業費・運営費

繰 越 金

支　出　合　計 （Ｃ） 0 2,831,140 164,940

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

36
 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

#DIV/0! 18

事業所改装費 0

46,250

200,000

40,000

742,665

83,475

200,000

105,000

事業所賃借料 60,000

プロバイダー 18,690

繰越金

164,940

支　　出

人件費 1,500,000

広告宣伝費

備品リース

536,000 0相談支援料

収　入　合　計 （Ｂ） 0 2,831,140

501,000

専門学校講師料 212,500

後見報酬 430,000 0

□運営費のみに充当

２１年度 (決算)

59,000

２２年度 (予算)

77,500

0

【交付先団体等の決算･予算の状況】

■運営費・事業費の双方に充当

 交付先団体等の
 活動目的

　複雑な福祉ニーズへの対応をおこない、市民が高齢になっても安心できる地域生活の基盤づく
りに貢献するため「独立型社会福祉士事務所」を開設する。

□市役所にある
事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある

 交付先団体等の
 活動内容

判断能力の低下した方々や高齢者が安心して生活を送ることができるよう福祉サービスの支援を
行う。
・高齢者、知的障害者、精神障害の方たちの権利を擁護することを目的に成年後見制度の普及に
努める。
・既存の福祉サービスや制度では対応しかねる重層的な福祉課題の解決に向けて独立型社会福祉
士事務所として取り組む。

その他講師料 130,696

（単位：千円）

（22年3月末現在）

□事業費のみに充当
補助金等の充当
状況（21年度）

役員１名

平成21年

補助金･交付金名

整理番号 2901-2 ＜継続用＞

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

コミュニティビジネス創業支援事業

 構成員(団体)数

【交付先団体等の概要】

交付先の名称
及び代表者名

おがわ社会福祉士事務所 設立年

区　　　　分 ２０年度 (決算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ）

その他 1,020,944 28,440
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